
⑦ タウントピックス

　
大
田
原
税
務
署
で
は
、年
末
調
整
説

明
会
・
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
説
明

会
を
上
記
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

▼
注
意
事
項

〇
年
末
調
整
説
明
会

 

・
説
明
会
で
は
事
前
に
送
付
し
た「
年

　
末
調
整
の
し
か
た
」、「
給
与
所
得
の

　
源
泉
徴
収
票
等
の
法
定
調
書
の
作

　
成
と
提
出
の
手
引
」な
ど
の
パ
ン
フ

　
レ
ッ
ト
を
用
い
て
説
明
し
ま
す
の
で
、

　
出
席
の
際
に
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

 
・
年
末
調
整
関
係
用
紙
、法
定
調
書
の

　
用
紙
が
不
足
す
る
場
合
に
は
会
場

　
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、必
要

　
に
応
じ
て
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

〇
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
説
明
会

 

・
説
明
会
で
使
用
す
る
資
料
は
、当
日

　
受
付
で
配
布
し
ま
す
。

 

・
説
明
会
終
了
後
、ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

　
施
し
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い

　
し
ま
す
。

※

両
説
明
会
と
も
、都
合
に
よ
り
対
象

地
域
の
会
場
に
出
席
で
き
な
い
場
合
は
、

他
の
会
場
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

▼
問
合
せ
　
大
田
原
税
務
署

　
☎
０
２
８
７-

22-

３
１
１
５（
代
表
）

※

音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
沿
っ
て「
２
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

開催日 説明会 開催時間 開催場所 

 
（月） 

年末調整 午後１時～３時 
 

大田原市本町1-2703-6 
大田原市 

軽減税率制度 
午後３時15分

～４時30分

午後３時15分

～４時30分

午後３時15分

～４時30分

 

（火）  

年末調整 午後１時～３時 
那須町文化センター小ホール 

那須町大字寺子乙2567-10 
那須町 

 

（水）  

年末調整 午後１時～３時 
那須塩原市三島ホール 

那須塩原市東三島6-337 
那須塩原市 

 
軽減税率制度

軽減税率制度

対象地域（者）

那須野が原ハーモニーホール小ホール11月12日

11月1３日

11月1４日

年末調整説明会・消費税軽減税率制度説明会の日程表

　
栃
木
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
で
は
、

平
成
31
年
度
に
採
用
す
る
職
員
を
募
集

し
ま
す
。

▼
職
種・採
用
予
定
人
員

　
一
般
事
務　
若
干
名

▼
受
験
資
格

　
平
成
元
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年

　
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

▼
試
験
の
日
程・内
容

〇
第
一
次
試
験

 

・
日
　
時　
11
月
18
日
㈰

 

・
場
　
所　
栃
木
県
自
治
会
館

 

・
内
　
容　
教
養
試
験
（
高
等
学
校
卒

　
業
程
度
）、適
応
性
検
査

〇
第
二
次
試
験

 

・
日
　
時　
12
月
中
旬
（
第
一
次
試
験

　

日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
）

 

・
場
　
所　
栃
木
県
自
治
会
館

 

・
内
　
容　
作
文
試
験
・
口
述
試
験

▼
試
験
案
内
・
申
込
書

 

・
栃
木
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
で
試

　
験
案
内
・
申
込
書
を
配
布
し
ま
す
。

 

・
栃
木
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
ホ

　
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　
で
き
ま
す
。

 

・
郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の

　
表
に「
申
込
書
希
望
」と
書
き
、１
２
０

　
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信

　
用
封
筒
（
角
形
２
号
）
を
同
封
し
て

　
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間

　
10
月
15
日
㈪
〜
29
日
㈪

   

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

※

郵
送
の
場
合
は
、
10
月
29
日
㈪
必
着

▼
申
込
み・問
合
せ

　
栃
木
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
総
務
課

　
☎
０
２
８-

６
２
５-

３
０
１
１

　
〒
３
２
０-

０
０
３
２

　
宇
都
宮
市
昭
和
１-

２-

16

　

http://w
w
w
.tss.or.jp/jim

u/

　

index.shtm
l

栃
木
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
職
員
採
用
試
験

　
不
正
軽
油
と
は
、
軽
油
引
取
税
の
脱

税
を
目
的
に
、
軽
油
代
替
燃
料
と
し
て

灯
油
や
重
油
を
混
和
す
る
等
し
て
使
用

す
る
も
の
で
す
。
知
事
の
承
認
を
受
け

ず
に
自
動
車
の
燃
料
と
し
て
灯
油
や
重

油
な
ど
を
使
用
す
る
と
、
罰
則
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
不
正
軽
油
に
関
わ
っ
た
者
は
、す
べ
て

罰
則
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
不
正
軽
油

に
関
す
る
情
報
は
、「
不
正
軽
油
１
１
０

番
」に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
栃
木
県
税
事
務
所
軽
油
引

　
取
税
調
査
担
当（
不
正
軽
油
１
１
０
番
）

　
☎
０
２
８
２-

23-

３
８
６
２

10
月
は
全
国
不
正
軽
油
撲
滅
強
化
月
間
で
す

平
成
30
年
分

年
末
調
整
説
明
会
・

消
費
税
軽
減
税
率
制
度

説
明
会
の
ご
案
内


